
江戸川区みどりの基本計画（素案）【概要版】 

 

 第３章 基本方針と目標  

 

みどりの将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の改定にあたって 

計 画 の 背 景 

都市緑地法の規定に基づき、緑地の保全及び緑化の推進に関

する内容を定め、生物多様性地域戦略の内容を内包する計画と

し、上位・関連計画との整合や社会情勢及び法制度の変化など

を踏まえ、計画を改定する 

計画の位置づけ 

「2100年の江戸川区（共生社会ビジョン）」、「2030年の江戸川

区（SDGsビジョン）」を上位計画とし、その他関連計画と連携 

 

「共生社会ビジョン」では、「ともに生きるまち」の未来を示

しており、その実現に向けて SDGs17の目標達成を推進 

計 画 期 間 

概ね 10 年間 

みどりの役割・多面的な機能

都市環境改善、生物多様性保全、 

防災、都市景観や歴史文化形成、 

レクリエーションなど 

水・みどり・農、ともに生きる豊かな暮らし 

～ えどがわ ecological プラン ～ 

第２章 本区の現状と課題  

 

 みどりのあゆみ 
区民一人あたり樹木数 10 本・公園面積 10 ㎡達成※1 
葛西海浜公園がラムサール条約湿地として登録 

みどり率※2 
平成 25（2013）年で 31.1% 
平成 30（2018）年で 30.8% 
 

樹林 
樹木数約 690 万本（令和３（2021）年時点） 
保護樹は自宅の建替えや枯死などにより減少傾向 

公園・緑地 
公園整備数 496 箇所・777ha(海域含む) 
（令和４（2022）年時点） 

農地 生産緑地、宅地化農地ともに減少傾向 

民有地 住宅等整備基準条例などにより緑地を確保 

生き物 貴重な在来種が多い一方、外来種も見られる 

区民・区の取組 
アダプト活動登録者は年々増加 
ボランティアによる幅広い緑化活動がなされている 

区民意識 
「水辺・公園」、「緑化」に関する満足度は非常に高い 
全体的に災害対策への要望が多い 

① みどりを守るためのさらなる取組 

② 農地の保全と活用 

③ 協働によるみどりの保全と創出 

④ 身近な公園や水辺の整備 

⑤ みどりによる防災ネットワークの形成 

⑥ 社会情勢の変化への対応 

みどりの課題 

基本方針１ みどりを守る 

基本方針２ みどりを育む 

基本方針３ みどりを創る 

・大径木、街路樹、農地等の保全 

・親水公園や親水緑道を守り活かす 

・生物多様性を意識した「自然が豊かなまち」など 

・みどりや農を次世代に継承する 

・学校教育との連携、ボランティア活動の推進 

・情報発信による区民の意識を高める など 

・新たな公園の整備、農地と公園との一体的な活用 

・オープンスペースの整備 

・生き物の生息環境となる空間の確保 

・災害から暮らしを守り、地球温暖化等の緩和に 

つながる水とみどりのネットワーク化 など 

〇 区内のみどり率         （31％） 

〇 区民一人当たりの公園面積（陸域）（5.5㎡） 

〇 身近な公園の充足率       （90％） 

〇 「公園」「水辺」の整備に満足している区民の割合 

（80％） 

〇 アダプト活動加入者数      （12,300人） 

〇「みんなのこうえん」の公園数   （16園） 

〇 生き物の棲家となるバイオネストを 

設置している公園数      （65園） 

〇 自然観察会や生き物調査などの年間参加者数 

                           （2,000人） 

計画目標２ ≪ソフト目標≫ 

江戸川区らしい魅力あふれるみどりを実感できる

まちづくりを推進する 

計画目標１ ≪ハード目標≫ 

区民と協働でみどりづくりを推進する 

みどりの目標と指標（目標値） 基本方針 

水とみどりの将来構造 
みどりの将来像が 

実現した際のイメージ 

第４章 みどりの施策 

 

 

 

第５章 地域別計画  

 

第６章 計画の実現に向けて 

・区民・事業者・区による協働体制 

・計画（Plan）、実行（Do）、評価

（Check）、改善（Action）のサイ

クルで進行管理 

 

小松川・平井地域 中央地域 

小岩地域 鹿骨地域 

葛西地域（北部） 

葛西地域（南部） 東部地域 

※1 公園面積は海域（葛西海浜公園）を含む   ※2 特定区域の面積に対して樹林地、草地、宅地内の緑、公園、街路樹、河川、水路等が占める面積の割合 

区民 

区 

協 働 

基本方針 方 針 施 策 
 

1.みどり 

を 

守る 

(1) 
貴重なみどり 
を守ります 

① 大径木や樹林地の保全と活用 

② 樹木、樹林地所有者への支援 

 
  

(2) 
農を守り 
活用します 

① 農地の保全と活用 

② 営農への支援 

③ 農とのふれあいの機会の充実 

 
  

(3) 
水の恵みを守り 
活かします 

① 河川における自然、生態系の保全 

② 水環境の保全 

  
  

2.みどり 

を 

育む 

(4) 
みどりの運動 
を広げます 

① ボランティアの発掘と育成 

② みどりの活動の支援 

 
  

(5) 
みどりの意識 
を高めます 

① 学校教育との連携 

② 学び、考える機会の充実 

③ 園芸福祉との連携 

④ 生物多様性に関する普及啓発 

(6) 
循環型社会の形

成に向けた取り

組みを広げます 

① SDGsとの連携 

② リサイクルの促進 

    

3.みどり 

を 

創る 

(7) 
身近な公園を 
充実させます 

① 歩いて行ける公園の充実 

② 既存公園のリフレッシュ 

   

(8) 
拠点となる 
公園を 

整備します 

① 地域の拠点となる公園・ 

特色ある公園の整備 

② 都立公園の整備 

   

(9) 
災害から暮らし
を守るまちづく
りをします 

① 水とみどりを活用した 

防災まちづくり 

   

(10) 
公共用地や 
民有地の緑化
を進めます 

① 公共用地の緑化推進 

② 民有地の緑化推進 

   

(11) 
みどりの 
つながりを 
広げます 

① 水とみどりのネットワーク形成、 

ヒートアイランド対策の推進 

   

(12) 
緑豊かな水辺 
を創ります 

① 河川景観の向上 

② 水辺利用の促進 


